
 - 1 -
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 議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名 
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職 名 氏  名 職 名 氏  名 職 名 氏  名 
町  長 石橋 良治 副 町 長 日高 輝和 総務課長 服部  導士 
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平成２９年第９回邑南町議会定例会議事日程（第２号） 
 
 

平成２９年１２月１１日（月） 午前９時３０分開議  
 
 
開議宣告 

 
  議事日程の報告 
 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
 
日程第２ 議案の質疑 
   

議案第１１８号 邑南町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 
 
議案第１１９号 邑南町介護保険条例の一部改正について 
 
議案第１２０号 指定管理期間の変更について 

   
議案第１２１号 邑南町立保育所条例の廃止について 

   
議案第１２２号 財産の無償譲渡について（邑南町立いわみ西保育所施設） 
 
議案第１２３号 財産の無償譲渡について（邑南町立東保育所施設） 
 
議案第１２４号 財産の無償譲渡について（邑南町立日貫保育所施設） 
 
議案第１２５号 財産の取得について 
 
議案第１２６号 権利の放棄について 
 
議案第１２７号 平成２９年度邑南町一般会計補正予算第７号について 
 
議案第１２８号 平成２９年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第３号につい

て 
 
議案第１２９号 平成２９年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算第２号につ

いて 
 
議案第１３０号 平成２９年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第３号について 
 
議案第１３１号 平成２９年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第２号について 
 
議案第１３２号 平成２９年度邑南町水道事業会計補正予算第１号について 
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平成２９年第９回 邑南町議会定例会（第２日目）会議録 

【平成２９年１２月１１日（月）】 

―― 午前 ９ 時３０分 開議 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

開議宣告 

●議長（山中康樹） おはようございます。 定足数に達しておりますので、ただ今より本日の 

会議を開きます。本日の議事日程はお手元、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

●議長（山中康樹） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。６番、漆谷議員、７番、 

大屋議員、お願いをいたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 議案の質疑 

●議長（山中康樹） 日程第２、議案の質疑。これより、議案第１１８号から議案第１３２号 

までの質疑を行います。はじめに、議案第１１８号に対する質疑に入ります。質疑はあり 

ませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１１８号の質疑を終わります。続きまして、 

議案第１１９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

●亀山議員（亀山和巳） 議長。 

●議長（山中康樹） １２番、亀山議員。 

●亀山議員（亀山和巳） はい、ええと、これは介護保険の１号被保険者の保険料の決定する 

ことについての追加の提案でしたが、この邑南町の介護保険条例というのは、ええ、邑南 

町の介護保険条例見てみますと、１条とこの２条にしか無いんですよね。ほかには具体的 

なことは、あの、この条例ではうとおてない。それで、この２条がこれまで、あのお、申 

告書を町長に提出しなければならないとあったのは、こういった場合にはいろいろ書式と 

か、いろいろ具体的なことが決めてあると思うんですが、例規集を見てみてもこの規則と 

かが見当たらんのですが、これまでどういう方法でやられてきたのかということを教えて 

ください。それで具体的な書式とかが、条例以外でどこで定められておるのかということ 

を教えてください。 

●沖福祉課長（沖幹雄） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 沖福祉課長。 

●沖福祉課長（沖幹雄） ええと、あのお、合併前後だと思いますが、基本的には市町村民税 

の申告書にですね、兼ねる介護保険料申告書というふうにしてありましたが、ええ、いつ

の頃からかその文字が抜けておりました。ですから、あのお、それまでもずっと、あのお、
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市町村民税の申告書に基づいて介護保険の関係を処理しております。で、まあ、そこで、

あのお、今回邑智郡三町で点検する中でそのみなす規定が無かったもんですから、今回、

あのお、実態に合わせるようにこういう改正をお願いしとるもんでございます。 

●亀山議員（亀山和巳） 議長。 

●議長（山中康樹） １２番。 

●亀山議員（亀山和巳） はい、それで今、もう一つの質問の中で、今のいつの間にかそうい 

ったことが無くなったいうことだったですが、ええと、他の自治体の例を見ると、その申 

告書の書式等が様式として示されとる場合もあるんですが。邑南町の場合、先ほども伺い 

ました。そういった書式、その具体的なことがどこに決めてあったのかいうことを教えて 

ください。 

●沖福祉課長（沖幹雄） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 沖福祉課長。 

●沖福祉課長（沖幹雄） 基本的には、あのお、市町村民税の申告書、あるいは、あのお、所 

得税の申告をされる方は所得税の申告書。それから、あのお、年金とか給与所得だけの方 

につきましては、給与支払報告なり、あのお、年金の支払報告。それに基づいて、あのお、 

介護保険の基礎資料としております。 

●亀山議員（亀山和巳） 議長。 

●議長（山中康樹） １２番。 

●亀山議員（亀山和巳） それですから、あのお、そういった、ここに書いてある、条例にあ 

げてある町長に提出しなければならないと条例にうとおてあったんですが、その提出する 

ための書式と規則等があったかどうがあなかいうところを教えてください。 

●沖福祉課長（沖幹雄） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 沖福祉課長。 

●沖福祉課長（沖幹雄） すみません、何回も繰り返しになりますが、あのお、書式、それ専 

用の書式というのはございませんで、あのお、やっぱり町民税の申告書、所得税の申告書 

をそれに。規則については、あのお、ございませんで、あのお、そういったものによって、 

あのお、していた訳でありますしこれからもそうしますが、あのお、それで、あのお、ほ 

とんどのものがカバーできるというふうに解釈しております。あのお、特にそれでカバー 

できない例がありましたら、その時にどういったものかというのをきちっと、あのお、定 

めたいと思います。 

●議長（山中康樹） ほかにはありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようで、無いようですので、議案第１１９号の質疑を終わります。 

続きまして、議案第１２０号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 



 - 5 -

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１２０号の質疑を終わります。続きまして、 

議案第１２１号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１２１号の質疑を終わります。続きまして、 

議案第１２２号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

●宮田議員（宮田博） はい、議長。 

●議長（山中康樹） ５番、宮田議員。 

●宮田議員（宮田博） はい、ええと、このあのお、譲渡のこの、ええ、ついてということで 

１番から４番までありますが、譲渡日というものはここで明記する必要は無いものでしょ 

うか。それと、あのお、この譲渡に関して、ええ、土地の関係で民有地があるということ 

が説明がありましたが、ええ、これはまあ口頭では地主さんと了解を得ているということ 

ですが、これを書面的に、まあきちんと取り交わす必要があると思うんですが、そのあた 

りは、ええ、この譲渡日までに締結をされるのか、それとも口頭のままで置くのか、その 

あたりの説明をお願いします。 

●沖福祉課長（沖幹雄） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 沖福祉課長。 

●沖福祉課長（沖幹雄） 財産の無償譲渡の中の、あのお、議案に譲渡日は必要ないかという 

ことでございますが、ええと、あのお、これまで、あのお、町の方でいろんな譲渡の議案 

見ますとその中にも、あのお、日付は入ってございません。ので、必要ないというふうに 

判断しております。また、あのお、保育所条例の廃止等も併せて提案しておりますので、 

それ自体、今回の議案自体には必要ないというふうに考えます。それから、あのお、民有 

地の件でございますが、あのお、口頭ではこれまでの地権者の方の協議の中で、貸すのは 

いくらでも、別に町でなくても法人でもということを伺っておりますので、ええ、４月、 

ええと、それまでに今年度中に書面できちっと取り交わしたいというふうに考えます。 

●議長（山中康樹） ほかにはありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので。議案第１２２、 

●日野原議員（日野原利郎） はい、議長。 

●議長（山中康樹） ９番、日野原議員。 

●日野原議員（日野原利郎） はい、あのお、無償譲渡についてお伺いします。ええ、まあ、 

３件共通することなんですが、まあ、我々こう考えても、あのお、無償譲渡、問題はない 

と思うんですが、保育所それぞれ今までやってきていただいた、このさくら会さんの方に 

無償譲渡するということ。特に問題はないと思うんですが、例えば、あのお、指定管理の 

どう言いますか、期間が切れて継続する場合でも公募をかけて、あのお、再度やられる訳 

ですが、この無償譲渡について、ほかの会社なり団体なりがやりたいというような懸念は 



 - 6 -

無いんでしょうか、その公募する必要は無かったんでしょうか。その辺について考え方を 

お伺いいたします。 

●沖福祉課長（沖幹雄） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 沖福祉課長。 

●沖福祉課長（沖幹雄） ええと、今回の旧石見地域の三つの保育所につきましては、まあ、 

現在の法人さんが、あのお、平成１６年からずっと指定管理者となっておられまして、ま 

あ、安定した経営をやっておられます。それと、あのお、これまで町の福祉施設を譲渡し 

た時もですね、例えば、あのお、９月議会のくるみ邑美園とか、ちょっと、数年前の香梅 

苑の譲渡の時もこういった形で、特に相手先を決めてやっとります。で、やっぱり安定的 

な運営ということから見ますと、まあ、確かにその公募というのも全く考えられない訳で 

はないですが、あのう、もう指定管理をきちっとやっとられるところへお譲りするべきと 

考えます。 

●日野原議員（日野原利郎） はい、議長。 

●議長（山中康樹） ９番。 

●日野原議員（日野原利郎） あのお、言われることは良く理解できます。あのお、特に私も 

この件についてどうのこうの言う訳じゃないんですが、あのお、例えば指定管理の期間が 

満期が来たので次また公募するいうことで、今回ほかの件が出ておりますが、例えばよ 

っぽど何か問題があってとか、あのお。経営的に難しいとかいろんな問題があって再度公 

募したいという形であればそうなんですが、あのお、他の公共施設でも今まで継続的に、 

どう言いますか善良な管理ができて、できとるものを期間が来たんでまた公募かけてやる 

というのが、どうかなというちょっと思いがしたんで質問させてもらいました。あのお、 

まあ、その辺ついて特に問題が無いようにまた今後ともやっていただきたいと思います。 

●議長（山中康樹） 答弁はいいですか。はい。 

●議長（山中康樹） ほかにはありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１２２号の質疑を終わります。続きまして、 

議案第１２３号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１２３号の質疑を終わります。続きまして、 

議案第１２４号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

●亀山議員（亀山和巳） 議長。 

●議長（山中康樹） １２番、亀山議員。 

●亀山議員（亀山和巳） はい、ええ、この財産の取得につきましては、ええと、さっきの説 

明の中で食洗機が２台、そのほかの厨房機器、あっ、１２４じゃない。あっ、すいません。 

●議長（山中康樹） ほかにはありませんか。 
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（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１２４号の質疑を終わります。続きまして、 

議案第１２５号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

●大和議員（大和磨美） 議長。 

●議長（山中康樹） １番、大屋議員。ああ、１番、大和議員。 

●大和議員（大和磨美） ええと、今回の財産の取得についてなんですが、食器洗浄機外厨房 

機器一式となっております。ええ、で、ええと、食器洗浄機に関してなんですが、１００ 

名以上の規模のところであれば１食の提供であっても食器の数が多いので必要かとは考 

えますが、定員が少ないところに対しても今回は食器洗浄機を購入することとなっており 

ます。ええと、町内にほかにも、あのお、ほかの法人さんが経営されている保育所がある 

んですが、そちらの方に食器洗浄機が導入されているようなことは、ちょっと今の段階で、 

私が知り得る限りでは聞いておらんのんですが、今回のこの厨房機器一式はきちんとそれ 

が必要であるかどうか、それから全体の保育所で考えても導入が必要かどうかとか考えら 

れた上での購入なのでしょうか。その辺を教えてください。 

●沖福祉課長（沖幹雄） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 沖福祉課長。 

●沖福祉課長（沖幹雄） ええと、今回提案しております厨房機器の更新でございますけど 

も、これ、あのお、譲渡協議の中で指定管理者の石見さくら会さんと協議をする中で決定 

した品目でございます。で、あのお、まあ、確かに言われたのは日貫保育所だと思います 

が、ええと、児童数は少ないんですけどこれまでも食器洗浄機というのを、食器消毒保管 

庫ですね。日貫保育所は食器消毒保管庫ですが、それを設置しておりましたのでそれを購 

入予定でございます。食器洗浄機につきましては、東保育所といわみ西保育所。これも、 

あのお、更新でございます。 

●議長（山中康樹） ほかにはないでしょうか。 

●亀山議員（亀山和巳） 議長。 

●議長（山中康樹） １２番、亀山議員。 

●亀山議員（亀山和巳） はい、先ほどは失礼しました、どうも。ええと、それでこの、ええ 

と、財産取得なんですが、先ほどありました、ええと、議案の１２２号、１２４号のあの 

財産の無償譲渡については、建物及び備品一式になってますよね。それでこの度取得する 

この財産についても、無償譲渡の対象としてこの中に含まれとると考えた方がええんでし 

ょうか。この順番なんですが、無償、先ほど無償譲渡の期日がいつかいうこともありまし 

たが。期日は定めてないようなことだったですが。それまでに購入して備品として揃えた 

ものを無償譲渡ならわかりますが、無償譲渡を先にしといてこれが後になるいうことは、 

これは何か補助金か、物品の無償、ああ、この保育園の譲渡とはちょっとちごうてくる思 

やあ、その後先の関係、この備品のこの度財産を取得して法人へ渡す手順について教えて 



 - 8 -

ください。 

●沖福祉課長（沖幹雄） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 沖福祉課長。 

●沖福祉課長（沖幹雄） 今回厨房機器につきましては、あのお、今仮契約となっておりまし 

て、議決になりますとすぐ、あのお、購入という手続きになりますので、今年度中に納め 

ていただくことになりまして、それから４月１日に譲渡ということになります。ただ、あ 

のお、議案の提案の時に申し上げました台数でございますが、現在の台数でやっておりま 

す。ただ、これ更新なので台数自体に変更はございません。 

●議長（山中康樹） ほかにはありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１２５号の質疑を終わります。続きまして、 

議案第１２６号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１２６号の質疑を終わります。議案第１２７ 

号から議案第１３２号までの質疑につきましては、歳入、歳出全般にわたっての質疑とさ 

せていただきます。質疑の際は、あらかじめページ数を示して、これを行っていただきま 

すようお願いします。はじめに、議案第１２７号に対する質疑に入ります。質疑はありま 

せんか。 

●中村議員（中村昌史） ８番。 

●議長（山中康樹） ８番、中村議員。 

●中村議員（中村昌史） ええと、７ページです。国庫支出金の１０番、教育費国庫補助金、 

これが減額になっておると。これは委員会の説明では、石見東小学校の改築に係わるもの 

だというふうに説明を受けましたが、ええ、減額の額が大きくなったその理由を教えてい 

ただきたい。それから、１３ページの歳出の総務費、総務管理費、一般管理費の職員手当 

等、教職員給与費１５０万の増、失礼、１，５００万の増額ですが、ええと、時間外手当 

だというふうな説明を受けております。ええと、増額の金額の根拠を教えてください。そ 

れから、１９ページの、ええと、農林水産業費、農地費、農山漁村振興交付金事業費の農 

山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費が減額になっておる。軍原キャンプ場のこと 

だというふうに説明がありましたが、減額になった理由を教えてください。 

●日高学校教育課長（日高始） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 日高学校教育課長。 

●日高学校教育課長（日高始） ええ、国庫補助金の減額の理由でございますが、大きく言い 

ますと三つ理由がございます。一つ目は、この補助金の申請をいたしましたのが昨年の１ 

０月でございます。ええ、その時点では、まだ実施設計が１０月３１日の期限でございま 

したので、実施設計があがっておりませんでした。その時点での申請という形で、ええ、 
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申請の金額については実施設計を待たずに大枠で申請をいたしました。ええ、それから、 

実際に実施設計が出揃いましてから、内容等の精査をいたしました。ええ、その結果が、 

事業の範囲が最初の想定よりも工種、いわゆる内容が少し変わってきたということでそれ 

に伴う減額も第二弾としてございました。ええ、それから、今年度の中盤ぐらいになりま 

して県の方からの連絡でございますが、会計検査等でこの事業に対して全国的にかなりの 

指摘があることが判明をいたしまして、ええ、そのことにつきまして、また県の方とのや 

りとりを行っていきました結果、ええ、１０月の終わりぐらいになりまして、やっと事業 

費、交付金の金額が決まったという経緯がございまして、ええ、最初の申請から言います 

と、最終的には大幅に減額となったということでございます。 

●服部総務課長（服部導士） 番外。 

●議長（山中康樹） 服部総務課長。 

●服部総務課長（服部導士） ええ、歳出の方の人件費のところでございますけれども、まあ、 

言われるのは一般会計だけですけれども、全体を見てみますとですね、ええ、一応当初予 

算のルールでは基本給の３％を予算計上しております。これは毎年度のルールとしており 

まして、ええ、この９月までの、ええ、まあ、半年間の様子を見てみますと、執行率が７ 

８．２％の残額が４８０万程度になっております。ええ、これから１０月、１１月と支払 

をしていきますけれども、ええ、どうしても不足が生じておりまして、平均を見ますとひ 

と月あたり約１，０００時間で、支出予定額は約３３０万程度、月あたりになっておりま 

す。以後のこの４カ月間の執行を見ますとなかなか難しい状況にありますので、ほぼ不足 

額は１，３００万と思っておりますけれども、以後これからの雪の状況もありますので不 

測の事態も想定いたしまして、全体を１，５００万の増額とさせていただいております。 

●土﨑建設課長（土﨑由文） 番外。 

●議長（山中康樹） 土﨑建設課長。 

●土﨑建設課長（土﨑由文） ええ、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の減額の理由で 

ございます。軍原の整備について、落石対策工事は邑南町が行う、桟橋の整備については 

島根県が行うということで役割分担をさせていただいております。ええ、町が行うこの落 

石対策については全て起債で、事業でまかなうこととしております。ええ、この工法につ 

いていろいろ検討しました。で、その結果を持ってですね、対象地が保安林でありますの 

で、この工法で保安林解除の必要かどうか島根県に確認したところ、ええ、保安林解除が 

必要だというふうなことでありましたのでこの度用地費の委託として２５０万計上し、工 

事費を２，１５１万円落としてございます。保安林解除に必要な年数が半年から１年とい 

うふうに言われておりますので、ええ、工事については来年度行う予定としております。 

以上でございます。 

●中村議員（中村昌史） ８番。 

●議長（山中康樹） ８番。 
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●中村議員（中村昌史） ええと、最初のあの、ええと、教育費補助金でございますが、あの、 

この工事はええ、３カ年にわたる予定の工事だと思います。で、あのお、来年度以降のこ 

となんですが、ええと、予定どおり全てが行われるのか、ええと、来年度以降のその補助 

金の割合が今度変わってくることになりはしないかということが一つ懸念されます。で、 

今の補助金が減ってくると起債が増えるということになりますから、ええ、起債枠という 

ふうなものの絡みも出てきます。で、来年度以降、そういった財源措置がきちんとできる 

のか、予定をされていおる石見東小学校の改修工事が全てできるのか、その辺の見通しを 

知らせてください。それから、時間、ええと、時間外手当のことですが、当初は、あの、 

うんと、３％，基本給の３％を組むんだということのようでございますが、あの、毎年ど 

っかでこう補正が出てくる、あの３％というのが妥当なのかどうかという点がひとつちょ 

っと引っかかるところがあります。それから、以前、あのお、監査委員からの監査報告の、 

定期監査の報告の中で時間外勤務のことについて、特定の課にこう集中しておったり、あ 

るいは特定の個人に集中しておったりというふうなことの指摘があったと思います。今、 

働き方の改革だとかというふうなことで時間外勤務のことも言われておりますけども、そ 

ういった点の今後の時間外手当だけではなくて勤務のあり方の、について基本的にどうい 

うふうに考えておられるかということを教えてください。それから、軍原キャンプ場につ 

いてはわかりましたので結構でございます。 

●柳川企画財政課長（柳川修司） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 柳川企画財政課長。 

●柳川企画財政課長（柳川修司） ええ、石見東小学校の工事の予定と財源の確保についてで 

ございますが、ええ、現在のところ想定どおりの工事でいかなければならないというふう 

に考えております。そのためにも国庫補助金についてはですね、可能な限り財源措置して 

いただくこととして、不足する部分については他の事業との調整も含めまして起債等での 

対応をして参りたいと考えております。 

●服部総務課長（服部導士） 番外。 

●議長（山中康樹） 服部総務課長。 

●服部総務課長（服部導士） ええ、あの、３％が妥当かどうかということなんですけれども。 

まあ、例年３％で計上しておりますので、一つの目標の目安としてはまあ良いのではない 

だろうかと思っておりますけれども、ええ、今回の時間外の増額につきましては、基本的 

には、あのお、会検とかですね、災害とかの特殊な要因もございますけれども。特に最近 

は、あのお、病欠の職員、長期の、長期間にわたる病欠の職員が多々おりましてですね。 

その、ええ、なかなか人的に補充もできませんので、そうした中でどうしても時間外が増 

えていくというところもありますけれども。ええ、一応、あのお、人事管理といたしまし 

ては、あのお、一つは、今年度始めておりますノー残業デー、金曜日に設けておりますけ 

ど、これを励行させるということ。あるいは、ええ、３０時間を超えた場合の指導もまた 
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入れておりまして、極力、ええ、３０時間以内で終わらすように協力は求めているところ 

でございます。また、あのお、特定の課、あるいは職員にというところなんですけれども、 

先ほど言いましたようにどうしても人員の少ないところ、あるいは病欠で休んでおって人 

員が不足しおるところにつきましては、どうしても、あのお、すよってしまうというのは 

致し方ないことだとは思っておりますけれども。今後はですね、あのお、すでに公示をし 

ておりまして、採用試験も行っておりますけれども、今年度通常の一般採用のほかに社会 

人経験者も設けておりまして、ええ、ある程度人数を確保できるものと思っておりまして、 

今後の働き方につきましてもなるべく職員の方には負担を掛けないように、あるいは事 

業、事務の方もある程度整理をかけていって軽減を図っていくというような改革も行って 

いこうと思っておりますのでよろしくお願いします。 

●石橋町長（石橋良治） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治） あのう、時間外の問題ですけども、これは邑南町に限らず県内の市 

町村みんな共通する課題だろうというように思います。で、まあ、先般の県の町村会でも 

一つは議題、あのお、テーマにになったんですが、何とか時間外が減ることはできんだろ 

うかという中で、現状県からの調査ものが結構多くなっています。これがやはり、特定の、 

例えば課に集中するとかっていう問題も生じている一つの要因だろういうふに思います 

ので。私の方からは、要らざる、要らざるということは無いかもしれませんが、不要不急 

の調査ものはあんまりやらんでくれということをまあ皆さんと一緒に合意をして、県の幹 

部には申し伝えたところでございます。そういう実態があるということをご承知いただき 

たいというふうに思います。 

●議長（山中康樹） ほかには質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１２７号の質疑を終わります。続きまして、 

議案第１２８号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１２８号の質疑を終わります。続きまして、 

議案第１２９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１２９号の質疑を終わります。続きまして、 

議案第１３０号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１３０号の質疑を終わります。続きまして、 

議案第１３１号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
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●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１３１号の質疑を終わります。続きまして、 

議案第１３２号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１３２号の質疑を終わります。以上で、議案 

第１１８号から、議案第１３２号までの質疑は、すべて終了いたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

散会宣告 

●議長（山中康樹） 以上で、本日の日程は、すべて議了いたしました。本日は、これにて散 

会といたします。 

―― 午前１０時０１分 散会 ―― 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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